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【物価高騰対策】１人あたり 5,000 円分の「ちくご生活応援商

品券」を配布！筑後市内の登録事業者を募集します！ 
   

■内 容  市では、国の重点支援地方交付金を活用し、物価高騰対策として 12月 25日（木）に、臨

時議会にて全市民に対し、市内の飲食店や商店等で使用できる商品券 2026年「ちくご生活

応援商品券」の配布を決定しました。配布に伴い、当該商品券の市内取り扱い事業者（登録

店）を募集します。  

※商品券は、３月中旬頃より配布予定です。 

■登録費用 登録料、換金手数料は不要です。 

■申込方法 筑後商工会議所のホームページから、申込用紙をダウンロードし、必要事項を記入して申

込みください。（窓口持参、FAX、メール等） 

ホームページ URL：https://www.chikugo.or.jp/news/15507 

■申込期限 令和８年 1 月 23 日（金）まで 
期限後のお申し込みはできますが、登録店一覧チラシに掲載できず、ホームページ掲載のみとな

ります。 
■ちくご生活

応援商品券

の実施概要 

※この商品券は、たばこ及び筑後市指定のごみ袋にも使えます。 

・交付金額：１人 5,000 円（額面１枚＠1,000 円×５枚） 

・発行総額：約２億 4,500 万円 

・利用店等：筑後市内の登録店 

・有効期限：令和８年４月１日（水）～令和８年８月 15 日（土） 

・換金期間：令和８年４月１日（水）～令和８年８月３１日（月） 

        ９：００～17：００（土・日・祝日除く） 

・換金場所：筑後商工会議所 

・対象外と指定する商品等： 

（１）国や地方公共団体への支払い（税金・水道料金等の公共料金） 

（２）換金性の高いもの（有価証券・商品券・ビール券・図書カード・切手・プリペイドカードﾞ等） 

（３）「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第２条第５項に規定する性風俗関

連特殊営業及び遊技場営業に係るもの 

（４）コンビニ等での代金振込サービス 

・留意事項： 

①商品券による購入の場合、つり銭は出ません。 

②商品券の破損、盗難、紛失等に対し発行者は責任を負いません。 

③有効期限終了後は、ご使用できません。 

④期間途中での登録店取り消しはできません。 

⑤偽造券の疑いがある場合は、受取を拒否し、ただちに筑後商工会議所へご連絡ください。 
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■問合せ  筑後商工会議所 経営支援課 

〒８３３-００４１ 福岡県筑後市和泉１１１-８ 

TEL：０９４２-52-３１２１  FAX：０９４２-５３-６５０８ 

e-mail：info@chikugo.or.jp 

 


